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Ⅰ　は じ め に

　この 30 年で労働市場における男女差は縮小し
たのか？	この問いに答えるために，本稿では，
女性の就業率の上昇と男女間賃金格差の縮小の
関係について分析した研究をサーベイする。厚
生労働省 『賃金構造基本統計調査』 から男性の
所定内給与額を100としたときの女性一般労働者 1）	

の所定内給与額を見てみると，1980 年に 58.9，
1990年に60.2，2000年に65.5，2010年には69.3と，
特に 90 年代から男女の差が縮小しているように
見える。一方，30 年間で女性の有業率は上昇し
ているが，一般労働者に限ってみると就業率には
大きな変化がない。総務省統計局『就業構造基本
調査』によると，15 ～ 64 歳女性の就業率は 1982
年には 53.7%，1992 年には 58.4%，2002 年には
58.5% だったが，2012 年には 63.1% に上昇して
いる。女性就業率を年齢階級別に見ると，25 ～
34 歳で 1982 年の 49.7％から 2012 年には 71.8％
と特に上昇している。しかし，人口に占める一般
労働者 2）の割合を見てみると，この 30 年で大き
く変化していない。1982 年では男性 67.5%，女
性 27.5％に対し，2012 年では男性 67.4％，女性
33.9％である。人口に占める正規就業者の割合で
見ても，1982 年では男性 64.2％，女性 25.7％に
対し，2012年では男性60.6％，女性26.4％である3）。
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1980 年代からの 30 年間で，一般労働者の男女間賃金格差は縮小傾向にある。しかし，高
学歴化により働いている者の構成も変化している。働いている女性の構成が変化している
中で，男女間賃金格差の縮小の有無を議論する際には，就業のサンプルセレクションを考
慮する必要がある。それは特に，日本のように女性の就業率が低い国では重要となる。稼
得能力が高い女性がより働くようになり，低い女性が働かないことを選択するようになっ
たとすれば，本質的には労働市場における男女の差が縮まっていなくとも男女間賃金格差
が縮小するといった現象が観察されるからである。本稿では先行研究のレビューから，日
本における男女間賃金格差の縮小は，高学歴化により稼得能力の高い女性が多く労働市場
に参入したことと，女性がより長く働くようになったことでその多くを説明できる可能性
を指摘した。一方，より高度で専門的な役職の収益率が高まっている中で，女性の昇進機
会が限られていることが，国際的に見て未だ大きい男女間賃金格差の要因である可能性も
指摘した。
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　一方，女性の人的資本蓄積には大きな変化が見ら
れる。この30 年間で女性の高学歴化が進み，より
高い人的資本を持つ女性が増加した。『学校基本
調査』から大学への進学率 4）を見ると，1980 年
には男性 39.3％，女性 12.3％であったのに対し，
2010 年には男性 56.4％，女性 45.2％と男女の差
は大きく縮まっている。就業者に占める大卒割合
も高まっている。『賃金構造基本調査』 から 15 か
ら 64 歳の一般労働者における学歴構成を見てみ
ると，大卒割合が男女ともに高まり，1981 年に
は男性で 20.8％，女性で 3.5％であったのに対し，
2010 年には男性 37.3％，女性 20.4％に上昇して
いる。さらに，一般労働者の平均勤続年数を見て
みると，1981 年では男性で 9.7 年，女性で 6.8 年
であったのに対し，2010 年には男性 12.0 年，女
性で 8.9 年と長期化傾向にある。以上をまとめる
と，近年では人的資本の高い者が一般労働者とし
て就業し，長く勤めるようになってきているとい
えよう。
　本稿の目的は，30 年の間に大きく変化した女
性就業者の構成が，男女間賃金格差にどのような
影響を与えるかを先行研究から明らかにすること
にある。人的資本の高い女性が働き，低い女性が
働かなくなったという状況が生じていたとすれ
ば，働く女性の平均的な賃金は上昇するというセ
レクションが生じる。よって，本質的には格差が
縮小していなくても，見せかけの格差の縮小が観
察される。データから観察される賃金格差の縮小
は，女性の相対的な地位の改善を意味するのであ
ろうか。それとも，就業する女性の構成が変化し
たに過ぎないのであろうか。以下では，まず男女
間賃金格差の要因を説明する理論を概観し，その
後，関連する先行研究をレビューする。先行研究
をもとに日本における男女間賃金格差縮小の要因
について考察する。

Ⅱ　男女間賃金格差はなぜ発生するのか

　まず，男女間の賃金格差を説明する理論につい
て概説する。男女間賃金格差の主な要因としては，
大きく分けて 2 つ挙げられる。第一に，人的資本
蓄積の差，第二に差別（雇用主の嗜好による差別

もしくは統計的差別）である 5）。以下では，2 つの
要因について Altonji	and	Blank	（1999），Borjas	

（2012），Blau（2012），Boeri	and	van	Ours	（2013）
を参考に見ていく。より詳しく知りたい読者の方
はこれらの文献を参照されたい。

1　人的資本投資の差

　人的資本投資の期待される収益率は，就業する
確率が高く，より多くの時間働くと予測される者
でより高い。同じく，企業特殊能力訓練への投資
や仕事探しからの収益期待も，労働市場で多くの
時間を過ごす者で高い。しかし，女性は男性より
も相対的に経験年数が短く，短時間で働く者が多
く，離職性向が高い傾向にある。女性は男性より
も相対的に市場労働の時間が短いことが予測され
るために，市場で価値のあるスキルを得る機会（た
とえば，女性が受ける教育の質，専攻，大学教育へ
のアクセス，トレーニング機会）が相対的に少なく
なるという状況が生じる。機会が限られているこ
とにより，女性の平均的な学歴やスキルが男性よ
りも低くなる。また，機会が限られていることは
離職を誘発する要因にもなる（Gronau	1988）。さ
らに，家事・育児のために労働市場から退出する
期間があることは，その間に人的資本が磨耗する
ことを意味するため，女性の相対賃金を引き下
げることが指摘されている（Mincer	and	Polachek	
1974）。
　市場で価値のあるスキルを得る機会が，期待収
益や差別の影響を受けているとすれば，差別の是
正は教育選択などを通じて男女間賃金格差を縮め
ることが予測できる。実際に，アメリカの Blau	
and	Kahn（1997）	や OʼNeill	and	Polachek	（1993）
は，男女の学歴差が縮小したことと経験年数が延
びたことが男女間賃金格差の縮小に貢献したこと
を指摘している。男女の専攻の違いがどの程度男
女間賃金格差を説明するかを検証した研究もあ
る。たとえば，Brown	and	Corcoran	（1997）は，
アメリカのデータから大卒男女の賃金格差は，大
学の専攻の差によってその多くを説明できること
を明らかにしている。日本でも，近年では高学歴
化したことに加え，女子学生の専攻分野が大きく
変化している。『学校基本調査』 によると，80 年
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代は人文科学と教育が半数を占めていたが，2010
年にはその割合が約 3 分の 1 まで減少し，女子学
生の専攻分野が多様化している。また，前節で見
たとおり，経験年数も延びている。こういった変
化は人的資本の期待収益率を引き上げ，女性の教
育訓練投資への増加と仕事選択の変化をもたらす
ことが予測できる。
　以上に見た理論は，次に説明する市場における
差別と相互に関連する。差別は，労働市場参入前
と参入後の両方において，女性の選択を左右する。
また，親や教師の人的資本投資の行動にも影響を
及ぼし，男女の賃金格差を生む要因となる。

2　労働市場における差別

　以下では，労働市場における差別を説明する理
論のうち，（1）雇用主の嗜好による差別，（2）統
計的な差別，の二つについて概説する。ここで，
労働市場における差別とは，同質の生産性や属性
を持つ個人が，性別を理由に，労働市場において
不利な取扱いを受けることと定義する。不利な取
扱いとは，賃金が異なったり，その人の市場価格
に対して差をつけられることを言う。また，差別
はたとえば雇用主が女性の能力（観察されるされ
ないに関わらず）が男性よりも低いと見なすこと
で被差別者の人的資本投資を抑制し，労働市場参
入前と後の両方において教育や職業訓練に影響を
及ぼす。

（1）雇用主の嗜好による差別（prejudice	based	
discrimination）

　ここでは，Becker	（1971）6）の雇用主の嗜好
による差別について概説する。企業の生産関数	
を Q=f（Lm+Lw）とする。ここで，Q は企業の利	
潤，Lm は男性労働者の数，Lw は女性労働者の
数を表し，男女の限界生産性は等しいと仮定す
る。差別的な雇用主は，女性を雇うことで非効
用（これを，d とおく）を得るため男性労働者をよ
り多く雇うことを選好する。彼らの効用関数は，	
UD=f（Lm+Lw）－ wm Lm－ww Lw－dLw となる。こ	
こで，男性の賃金を wm，女性の賃金を ww と表す。
差別的な雇用主が多くいる場合には，市場競争に
より wm>ww となり，女性の賃金は限界生産性よ

りも低くなる（つまり，女性の限界生産性は ww+d

となり，d があることにより男性よりも賃金が低くな
る）。差別的でない雇用主は，女性の生産性と実
際に支払われる賃金の差を利益とすることができ
るため，彼らの利潤は差別的企業よりも高くなる。
この理論は，男女の職務分離を予測する。また，
競争原理が働いたとすれば差別的雇用主は市場か
ら退出し，長期的に見て差別は解消されることが
予測できる。

（2）統計的差別（statistical	discrimination）
　不完全情報の下では，雇用者が得ることのでき
る労働者のスキル，離職性向，生産性といった情
報が限られている。よって，雇用主は労働者の生
産性や行動を，労働者の属するグループの統計的
な特性から予測し，評価するという行動が生じる。
たとえば，女性は男性と比較して離職率が高いと
いう情報をもとに，女性求職者の離職性向も高い
と予測し，女性よりも男性を採用するといった行
動が生じる。

3　日本における差別の検証と考察

　日本でも差別仮説を検証した論文がいくつかあ
る。佐野（2005）は，四季報と日経 NEEDS デー
タを用いて，雇用主の嗜好による差別仮説を検証
した。彼は，差別による女性の過少雇用が存在す
ること，また製品市場が競争的でない産業の企業
ほど嗜好に基づく差別がより強いことを明らかに
した。Kawaguchi	（2007）も，『企業活動基本調査』
を用いて，女性をより多く雇用する企業ほど利益
率が高いことを明らかにしている。一方，児玉・
小滝・高橋（2005）は，企業固有要因を除去する
と，女性比率と企業業績に有意な関係は見られな
いと指摘している。以上，日本の先行研究は，概
ね雇用主の嗜好による差別仮説を支持している。

　以上に見た，人的資本投資の男女差や，差別
の存在は，男女の職務分離をもたらすことにな
る。たとえば，雇用主がある職種に女性が就くこ
とに対する非効用を持っていたり，労働市場に入
る前の教育や入社後の経験の差といった人的資本
投資の男女差があるとすれば，職務分離が発生す
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る。また，社会規範や法規制の影響により，女性
がある特定の職種を選択することを迫られたため
に，特定の職種に過度に集中する（occupational	
crowding）といったことも生じる 7）。こういっ
た女性が集中する職種では賃金率が低いことが，
賃金格差の一要因であることも指摘されている

（Bergmann	1971）。以上，労働市場に入る前の教
育や入社後の経験の差といった人的資本投資の男
女差，特に学歴と経験年数，そして，差別（雇用
主の嗜好による差別もしくは統計的差別）の両方の
要因が男女間賃金格差を説明することがわかっ
た。以下では，どの要因がどの程度男女間賃金格
差を説明しているかを検証する手法について簡単
に紹介する。

Ⅲ　賃金格差の要因分解

1　要因分解の概観

　前節で見た通り，観察される要因と観察されな
い要因の両方が男女間賃金格差を生むと考えられ
る。こういった要因が格差にどの程度寄与してい
るかを推定する手法としては，要因分解（wage	
decomposition）がある。以下では Blinder（1973），
Oaxaca（1973）の手法について概観する 8）。賃金
関数を以下の通りとすると；

　Wi
 s
t=Xi

 s
tβ

s+εi
 s
t  with  s=m, f  （1）　

ここで，W は i 個人の t 期における対数賃金，X

は説明変数ベクトル（個人や仕事に関する観測でき
る属性）である。m は男性，f は女性を表す。βは，
属性に対する収益率を表す。たとえば，男女の学
歴に対する雇用主の評価が同じであればβm=βf

となる。男女間賃金格差，つまり男女の平均賃金
の差が，どの程度個人属性の差によるものである
のか，それとも差別によるものであるのかに分解
する式は以下の通りとなる；

　Wm－Wf = （Xm－Xf ）β̂m+Xf （β̂m－β̂f ）		（2）

　右辺第 1 項は，男女の属性の差による要因を表
す。たとえば，男女の平均教育年数が同じであれ
ば，この項はゼロとなる。男女間賃金格差のうち，

どの程度が男女の平均的な属性の違いによって生
じているのかを明らかにする部分である。この部
分は，女性差別があるために人的資本投資が抑制
されてしまうという場合，差別の影響を受けてい
るともいえる。右辺第 2 項が属性に対する男女で
の収益率の違い等を捉える部分であり，たとえば，
同じ学歴を持った男女の労働者がいる場合に，雇
用主の学歴に対する評価が男性の方で高いとすれ
ばβ̂m>β̂f となる（差別の要因の影響などを捉えて
いる）。　

2　変化を捉える要因分解

　上記の要因分解モデルは，1 時点の状況を捉え
るのには適しているが，年次比較や国際比較をす
る際には賃金構造の変化を考慮できない。たとえ
ば，A 年と B 年を比較する際に，B 年に経験年
数への収益率が大きく上昇したとする。これは，
経験年数の価格の変化であり，男女の両方に影響
する。女性の平均的な経験年数は男性よりも短い
という状況下で，経験への収益率が上昇すること
は，女性の相対的な経験レベルや雇用主の差別の
レベルが変わらなくても，男女格差を拡大させる
効果を持つ（Blau	and	Kahn	1997）。また，男性の
多い職種における収益率が上昇したとすれば，男
女間格差が拡大する。
　こういった賃金構造の変化をモデルに組み込ん
だのが，Juhn,	Murphy	and	Pierce	（1993）である。
彼らのモデルでは，男性の賃金関数を W i

 m
t=X i

m
t 

β t
m+σ t

m θ i
m

t と定義し，t 年における男女間賃金
格差を以下の通り表す。

　∆ Wt=∆ X tβ̂ t
m+σ t

 m ∆θt			 （3）

　ここで，∆は隣接する変数の男女の差，θは標
準化残差，σt

mは男性賃金の残差標準偏差をあら
わす。（3）式で男性の属性に対する価格を使用す
るのは，差別がない場合の属性の価格を表すと考
えられるためである。t=0 から t=1 の年次変化を
考える場合，（3）式から男女間賃金格差の年次変
化	（∆ W1 －∆ W0 ）を 4 つの要因に分解する。一
つ目の要因は	（∆ X1 －∆ X0 ）β̂ 1

m
 観察される属性

の変化の効果，つまり男女の属性分布の差の変化	
を捉える部分である。二つ目は	∆ X0	（β̂ 1

m－β̂ 0
m）	
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観察される男性の属性に対する労働市場における
価格付けの変化を表す。ここには，先ほど説明し
た経験への収益率の変化などが含まれる。三つ目
のギャップ効果（∆θ 1 －∆θ 0 ）σ 1

m	は男女の相
対的な地位の変化を捉える部分であり，観察され
ない属性のレベルの変化を捉える（女性が，男性
の残差分布のどこに平均的に位置するか）。四つ目
の	∆θ 0（σ 1

m	－ σ 0
m ）は観察されない価格の効

果で，観察されない属性に対する収益率の変化
を表す。一つ目と三つ目の要因が性特有の要因

（gender-specific	 factors），二つ目と四つ目の要因
が賃金構造の効果である。
　Blau	and	Kahn（1997）は，このモデルを用いて，
アメリカの 1979 年と 1988 年のデータから賃金格
差を検証した。この時期は，労働市場でのスキル

（観察されるものと観察されないものを含む）への需
要が高まったことで価格が大きく上昇し，低賃金
労働者との格差が拡大した時期である。たとえば，
技術革新やグローバル化は，知的スキルへの需要
を押し上げる。こういった賃金構造の変化は，男
性よりも相対的に経験が短く，低賃金セクターで
働いている者が多い女性を相対的に不利にする。
しかし，それを相殺するほどに性特有の要因，特
に経験年数が延びたことと，職種の偏りが改善さ
れたことが格差の縮小に貢献したことを指摘して
いる。
　日本では，樋口（1991），中田（1997），田中

（2002）等が，要因分解を行っている。先行研究
では，平均勤続年数や年齢が男女間で大きく異な
ることに加え，勤続年数や年齢に高い価値を与え
る日本の賃金構造が男女間賃金格差の多くを説明
することが指摘されている。また，堀（1998）は，
Juhn,	Murphy	and	Pierce	（1993）のモデルをも
とに 1986 年と 1994 年の『賃金センサス』から格
差の変化を捉える要因分析を行っている。分析結
果から，企業規模計で見た場合に格差は縮小して
おり，その多くがギャップ効果によるものであ
ることを明らかにしている。川口（2005）は 1990
年と 2000 年の賃金センサスから格差縮小に最も
大きく貢献した要因は，90 年代に女性の勤続年
数が延長したこと，そして勤続年数への収益率が
低下したことであると指摘している。格差の要因

の分析結果は，対象とする年次や国によって異な
るが，先行研究は概ね，賃金構造と性特有の要因
の両方の影響により賃金格差が生じ，格差の縮小
にも両方の要因が影響していることを指摘してい
る。

3　要因分解の問題点

　以上に説明した通り，要因分解は，どの要因が
どの程度男女間の賃金格差に影響を及ぼしている
かを明らかにすることができるが，欠落変数や観
測されない属性がある場合には，バイアスを持っ
た推定となってしまう 9）。たとえば，生産性に関
する指標をデータから測ることは難しいし，教育
の質，努力やモチベーションといったものが男女
で異なっているとすれば，推定結果にはバイアス
がかかる。
　さらに大きな問題は，就業のサンプルセレク
ションの影響である。たとえば，稼得能力が高い
女性がより働くようになり，低い女性が働かない
ことを選択するようになったとすれば，本質的に
は女性の相対的な地位が上がっていなくとも男女
間賃金格差が縮小する。就業者の構成が変わった
ことで，見せかけの格差の縮小が生じる。Ⅰで見
たとおり，30 年前と比較して女性が高学歴化し，
一般労働者に占める高学歴者割合が高まった。ま
た，勤続年数の長期化も生じている。これは，働
く女性に占める稼得能力の高い女性の割合が増加
するという構成の変化が起こっていることを示唆
している。こういったセレクションを考慮しなけ
れば，本質的に格差が縮小したかという問いに答
えることはできない。以下では，男女間賃金格差
の変化を検証する際に問題となる就業のサンプル
セレクションについて詳しく説明する。

Ⅳ　なぜ就業のサンプルセレクションを
考慮する必要があるのか

　女性の賃金を推定する際に，就業のサンプル
セレクションを考慮することの重要性は Gronau

（1974）や Heckman（1974,	1979）等の数多くの論
文で指摘されている。詳しい議論は彼らの論文を
参照されたいが，以下ではその概要について見て
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いく。個人は，働くか働かないかを決める際に，
市場で提示される賃金（賃金オファー）と市場で
の就業を選択するために最低限ほしい賃金（以下，
留保賃金）を比較する。Heckman	（1974）に従い，	
y*	を留保賃金，y を賃金オファーとすると，女性
が就業するのは，y*<y	のときである。y* が上が
ると就業確率が低下し，y が上昇すると就業確率
が高まる。労働市場における女性の賃金オファー
が男性のそれよりも低く，子育て責任を担う多
くの女性の家庭内労働に費やす時間の価値が高
いこと（つまり，y* が高いこと）により，女性の
就業率は男性よりも低いと考えられている。ここ
で，y が観察できるのは実際に働いた人のみであ
ることが問題となる。働いていない人については，
y* ≥ y	であることのみしかわからない（働いてい
ない女性は賃金の設問に回答できないために，賃金
のデータが観察されない（incidental	 truncation））。
つまり，y を用いて賃金を推定した場合，女性と
いう母集団から抽出したサンプルのうちの一部し
か推定に組み込まれていないことになる。よって，
観察される賃金を用いて推定した賃金関数は，就
業のサンプルセレクションバイアスの影響を受け
ている。前節で見たとおり，賃金格差の推定では，
男性の賃金と女性の賃金を比較する。男性の場合，
就業率が高いためセレクションは大きな問題とは
ならない（就業率が 100％に近づくほど，セレクショ
ンバイアスは小さくなる）。しかし，女性の就業率
は低いため，就業のサンプルセレクションが問題
となる。女性のサンプルセレクションの方向と大
きさが年々変化しているようであれば（働く女性
の構成が変わっている），男女間格差の変化の推定
にはバイアスがかかる。

Ⅴ　就業のサンプルセレクションと男女
間賃金格差 　　　　

　就業のサンプルセレクションを考慮した男女
間賃金格差の推定手法として，先行研究では主
に 3 つが用いられている。一つ目が，Heckman
の二段階推定（Heckit	model）である。具体的に
は，男女それぞれについて第一段階で就業する
かどうかの選択モデル（つまり，賃金が観察され

る確率）を推定し，第二段階で就業のセレクショ
ンメカニズムを考慮した賃金関数を推計する。こ
の手法は Mulligan	and	Rubinstein（2008）など
で用いられている。二つ目は，Neal（2004）	10），
Blau	and	Kahn（2006），Olivetti	and	Petrongolo	

（2008）らが用いている，働いていない者の賃金
オファーを観察される情報から割り当てるといっ
た手法（imputation	method），三つ目は Blundell	
et	al.（2007），Kawaguchi	and	Naito	（2006）らが
用いているバウンド推定である。男女間賃金格差
の変化を検証する際には，これらの手法により就
業のサンプルセレクションが変化したことの影響
を考慮に入れる必要がある。特に男女賃金格差
の 30 年間の推移を検証する場合には，大きく変
化している就業者の構成を考慮に入れるべきであ
る。さらに，女性の就業率が国際的に見て低い日
本では，就業のサンプルセレクションを考慮する
ことは重要である。
　就業のサンプルセレクションが変化する要因の
一つとしては，賃金構造の変化による不平等の拡
大がある。近年では，グローバル化や技術革新に
より，高スキルの収益率が上昇し，性別内・グルー
プ内の賃金格差が拡大している（Katz	and	Autor	
1999）。たとえば，知能的労働やコミュニケーショ
ンスキルが重視される仕事が増えることは，高
いスキルの収益率を上昇させる（Weinberg	2000;	
Black	and	Juhn	2000）。同時に，高スキルを持つ者
の人的資本投資をより加速させる。ここで，高ス
キルとは，高学歴や長い経験年数などの観察され
る属性が高いこと，そして観察されない属性の市
場価値が高いことを指すとする。市場においてよ
り高いスキルへの需要が高まることは，高スキル
の女性にとって，働くことのインセンティブが高
まることを意味する。よって，かつては働くこと
を選択していなかった高スキルの女性がより就業
するようになる。一方，低スキルの女性で労働市
場に参入しなくなる者が増える。稼得能力の高い
女性がより働き，低い女性で働かない者が増えた
とすると，働く女性の平均賃金は上昇する（以下，
ポジティブセレクション）。これは，観察される賃
金の平均値が，潜在的賃金オファーの平均値より
も高い状態をいう。それとは反対に，稼得能力の
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高い女性で働かないものが増えたとすれば，観察
される賃金の平均値は賃金オファーの平均値より
も低くなる（以下，ネガティブセレクション）11）。
　以下では，就業のサンプルセレクションを考慮
した上で男女間賃金格差の推移を検証した研究を
紹介する。用いる手法によって結果が若干異なる
が，概ね，女性就業者の構成が変化したことによっ
て男女間賃金格差の縮小が説明できることが指摘
されている。
　Mulligan	and	Rubinstein（2008）は，Heckit	model	
を用いて 70 年代から 90 年代までの賃金格差の変
化を検証している。70 年代はフルタイム就業へ
のネガティブセレクションが生じていたが，80
年代半ば以降には女性フルタイム就業者の構成が
変わりポジティブセレクションが生じたことが男
女間賃金格差の縮小をもたらしたことを明らかに
した。具体的には，70 年代には高スキル女性が
働かないことを選択し，低スキル女性が働いてい
た。働かないことを選択した高スキル女性の投資
はゼロとなり，スキルの低い女性は投資をするが
収益率が低いために投資も少なかった。スキルの
賃金への直接的な効果と，投資を通じた効果が，
大きい男女間格差を説明していた。しかしその後，
技術革新などを理由とする不平等の拡大により高
スキル女性にとって働くことの便益が増し，より
多くが働くようになった。収益率が高いスキルの
高い女性は，働くようになるとより人的資本投資
をするようになる。1970 年から 1990 年の男女間
賃金格差の縮小は，高スキル女性が労働市場に参
入したことと，彼女たちがより人的資本投資をす
るようになったことによって説明できることを指
摘している。Blau	and	Kahn（2006）は，1979 年
から 1998 年の 20 年間におけるアメリカの賃金
格差の変化を検証し，90 年代は 80 年代と比較し
て格差の縮小スピードが落ちた理由について，就
業のサンプルセレクションが一つの要因であるこ
とを指摘した。80 年代にはフルタイム就業のポ
ジティブセレクションが生じていたが，90 年代
には低スキル女性が多く労働市場に参入したこと
で格差の縮小のスピードが落ちた可能性を指摘し
た。Blundell	et	al.（2007）は，イギリスの 1978
年から 2000 年の約 20 年間について，この間に不

平等が拡大したことにより就業者の構成が大きく
変わり，高スキル 12）者の就業率が低スキル者に
比べて上昇したことを指摘した。彼らの研究も，
就業のセレクションを考慮することの重要性を指
摘している。アメリカとイギリスでは，不平等の
拡大などにより女性就業のポジティブセレクショ
ンが生じ，男女間賃金格差の縮小に貢献したこと
が明らかにされているが，他の国でも概ね同じよ
うな傾向が観察される。
　男女間の就業率の格差が大きい国では，就業
のポジティブセレクションの傾向が強い。これ
は，前節でみた，女性は働くか働かないかを決め
る際に，賃金オファーと留保賃金を比較して，賃
金オファーが上回るときに就業するという枠組み
で考えると不思議なことではない。Olivetti	and	
Petrongolo	（2008）は，1994 年から 2001 年まで
のアメリカとヨーロッパ諸国の男女間賃金格差を
検証した。就業のサンプルセレクションを考慮し
ない場合，女性の就業率の高い国の男女間賃金格
差は，就業率が低い国よりも相対的に低くなる

（男女間賃金格差と男女間就業率の差の間には負の相
関が見られる）。彼らは，セレクションバイアスを
考慮せずに推定した賃金格差は，アングロサクソ
ン諸国でカトリック諸国・ギリシャよりも大きく
なることを示した。しかし，カトリック諸国・ギ
リシャでは女性の就業率が低く，高スキルの女性
ほど就業しているという強いポジティブセレク
ションが生じていることを考慮した上で格差を推
定すると，逆転現象は解消されることを指摘して
いる。女性の相対的な地位が低い国では，女性の
賃金オファーは男性よりも低くなるため，就業を
抑制する。また，子育て責任が女性に偏っている
ために女性の留保賃金が高いとすれば，就業率は
低くなる。働く女性が少なく，働いている女性が
稼得能力の非常に高い女性に限られているとすれ
ば，男女間賃金格差は縮まることになるが，これ
は就業者の構成が変わっただけであって本質的な
格差の縮小を意味しない。彼らの研究は，特に男
女間の就業率の差が大きい国で，セレクションを
考慮せずに賃金格差を推定することの危険性を示
しているといえよう。
　以上，多くの国で生じている男女間賃金格差の
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縮小は，高スキルの女性が労働市場へのアタッチ
メントを強くしたことによってその多くを説明で
きることがわかった。特にその傾向は，男女の
就業率の差が大きい国で顕著であることもわかっ
た。

Ⅵ　日本の男女間賃金格差の推移

　最後に，先行研究をもとに日本の男女間賃金格
差について考えてみる。日本は国際的に見て女性
の就業率が低い。OECD	Family	Database	（2011）	
によると，日本の 25 歳から 49 歳の女性の就業
率は他の OECD 諸国と比較すると約 10 ポイント
低い。子どもを持つ女性に限った就業率はさら
に低く，3 歳以下の子どもを持つ女性で 29.8％と
なっており，他の OECD 諸国と比較すると約 30
ポイント低い数値となっている。男性の就業率が
100％に近いのに対し，女性の就業率が非常に低
い日本の男女間賃金格差を議論する際には就業の
サンプルセレクションを考慮することは欠かせな
い。
　日本における男女間賃金格差は，30 年間で 10
ポイントほど縮小し，2010 年には男性一般労
働者を 100 とした場合の女性一般労働者の所定
内給与は 69.3 となった。では，日本でも不平等
の拡大がポジティブセレクションを通じて男女
間賃金格差の縮小を招いたといえるのであろう
か？日本ではアメリカやイギリスで観察された
ような急激な不平等の拡大は観察されない（大
竹	2005）。高学歴者の供給が増加したことにより，
学歴の収益率が低下し，不平等はむしろ縮小した

（Kambayashi,	Kawaguchi	and	Yokoyama	2008;	内閣
府	2011）13）。しかしながら，グループ（学歴，勤続	
年数，企業規模など）内の不平等は，拡大傾向にあ	
ることが指摘されている（大竹	2005;	Kambayashi,	
Kawaguchi	and	Yokoyama	2008）。高学歴の女性労
働者が多様化し，稼得能力の高い女性たちが労働
市場へのアタッチメントを強めたことが，男女間
賃金格差の縮小の一部を説明するといえそうであ
る 14）。Kawaguchi	and	Naito	（2006）は，1987 年
から 2002 年の男女賃金格差の変化を分析し，セ
レクションバイアスを考慮した上でも，賃金格差

の縮小が生じている可能性を指摘しているが，同
時に就業者の構成の変化を考慮することの重要性
も分析から明らかにしている。
　ここまで，賃金格差の縮小の要因を検証して
きたが，格差の OECD 平均は男性を 100 とした
場合に約 85 であることを考慮すると，日本の男
女間賃金格差は国際的に見て依然として大きい

（OECD	Database	2012）。女性の就業率の大幅な上
昇も見られない。『就業構造基本調査』から一般
労働者に限って就業率の変化を見てみると，15
～ 64 歳人口における正規就業率は，1982 年が男
性 64.2%，女性 25.7％に対し，2012 年では男性
60.6％，女性 26.4％と，30 年で大きな変化がない。
また，男性の正規就業率を 100 とした場合の女性
の就業率は，1982 年に 40.0 であったが，2012 年
には 43.7 と未だに格差は大きい。なぜ労働市場
における男女差は縮小しないのであろうか？
　その要因の一つとしては，女性が就業しなが
ら出産や育児をすることが難しい状況が挙げら
れよう。家庭内における家事・育児負担が女性
に偏っているのに加え，保育所不足も深刻であ
る 15）。配偶者控除などの税制も，働くことの利
点を引き下げている。さらに大きな要因は，女性
の昇進の機会が限られていることであろう。日本
女性の役職者割合は非常に低い。『賃金構造基本
調査』 によると，大卒者で係長級以上の役職に就
いているものは 1985 年で 2.5％，2010 年で 9.0％，
課長級以上の役職に就いているものは 1985 年で
1.4％に対し，2010 年では 6.2％である 16）。日本
では，特に出産が昇進確率を引き下げる要因と
なっている（Kato,	Kawaguchi	and	Owan	2013）17）。	
内閣府（2011）は，管理的・専門的・技術的職
種の収益率が上昇し，より高い専門性を持つ者
の収益率が近年高まっていることを指摘してい
る。この 30 年で女性の高学歴化が進み，一般労
働者に占める高スキル女性が増えたにも関わら
ず，女性の活用は進んでいない。女性の役職者
が少ない中で，役職の収益率が上昇することは，
男女間賃金格差を拡大させる方向に働く。管理
的・専門的・技術的職種への昇進差別があると
すれば，働くことのインセンティブは低くなる	
ため高学歴女性の就業率が低いことも説明できる18）。
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日本の女性の就業率を上げ，男女間賃金格差の縮
小をするためには，性別にとらわれない昇級や人
員配置が鍵となってくるであろう。

Ⅶ　まとめと考察

　本稿では，過去 30 年間における女性の就業率
の上昇と男女間賃金格差の縮小の関係について分
析した研究をサーベイした。この 30 年の間に，
女性の高学歴化が進み，一般労働者に占める高学
歴者の割合が増加した。働く女性の構成が大きく
変化している中で，男女間賃金格差の縮小の有無
を議論する際には，人的資本蓄積の変化，賃金構
造の変化といった要因に加え，就業のサンプルセ
レクションバイアスを考慮する必要がある。稼得
能力の高い女性がより働くようになり，稼得能力
の低い女性で働かない者が増えた場合，働く女性
の相対的な賃金が上昇し，格差が縮小したように
見えるからである。本稿では先行研究から，日本
における男女間賃金格差の縮小は，高スキルの女
性が多く労働市場に参入したことと，彼女たちが
より長く働くことになったことが一要因となって
いる可能性を指摘した。また，日本の男女間賃金
格差は OECD 諸国と比較して未だ非常に大きい
要因として，女性の役職者割合が少ないことを指
摘した。近年では，管理的・専門的・技術的職種
などのより専門的で高度なスキルの収益率が上昇
している。管理的・専門的・技術的職種に就く女
性が男性よりも相対的に少なく，昇進差別がある
中で，収益率が上昇することは男女間賃金格差を
拡大させる方向に働く。今後は，企業における女
性の不利な取扱いを是正し，女性の活用を推進し
ていくことが欠かせないといえよう。最後に，本
稿では紙面の制約上男女賃金格差に関するすべて
の研究を網羅していない。より詳しく知りたい読
者の方は，本稿で紹介した文献を読むことを薦め
る。

	1）一般労働者とは，短時間労働者以外の労働者を指す。尚，
2004 年以前については，パート労働者以外の労働者を指す。

	2）『賃金構造基本統計調査』と『就業構造基本調査』では，
雇用形態の用語が異なる。統一を図るため，ここでの一般労
働者は，常雇労働者（一般常雇，役員）のうちパートタイム，
アルバイトを除いた者として数値を計算した。

	3）有業者に占める一般労働者の割合で見ると，1982 年では
男性が 80.6%，女性が 51.1％であるのに対し，2012 年では男
性が 82.7％，女性が 53.8％である。いずれも 15 ～ 64 歳を対
象として『就業構造基本調査』から算出した。

	4）過年度高卒者などを含む。
	5）近年では，心理的特性（psychological	traits）の男女差に

関する分析も行われている。本稿では割愛するが，詳しくは，
Bertrand（2011）を参照されたい。

	6）尚，他にも労働者の嗜好による差別，消費者による差別と
いった理論があるが，本稿では割愛する。

	7）たとえば，Johnson	and	Stafford	（1998）は，女性は差別
が少ない職種，女性が比較優位を持つような職種，さらに，
社会的なプレッシャーの少ない職種に就く確率が高いことを
指摘している。

	8）この節は，Blau	and	Kahn（1997），Altonji	and	Blank	（1999）,	
Kunze（2007），	Borjas	（2012）を参考にした。

	9）Altonji	and	Blank	（1999）等で，欠落変数がある場合に要
因分解の推定値が異なることが指摘されている。

10）彼は，黒人女性と白人女性の賃金格差を検証し，黒人女性
で就業のポジティブセレクションが生じているために格差が
過小に推定されていることを指摘した。

11）より詳しくは Mulligan	and	Rubinstein（2008）を参考さ
れたい。

12）短大・大卒者と定義している。
13）高学歴化が進むことで，高学歴の労働者の供給過多が生

じるため学歴の収益率を押し下げる効果がある（Blau	and	
Kahn	1997）。

14）この傾向はアメリカの 80 年代と似ている。Smith	and	
Ward	（1989）によると，1980 年の男性を 100 としたときの
女性の賃金は60だったのに対し，86年には 65に上昇したが，
その要因として，女性の高学歴化と経験年数が長期化したこ
と，そして高学歴の女性がより働くようになったことを指摘
している。

15）子育て期の労働者の雇用継続の促進を主眼とした育児休業
制度の度重なる制度改正も，就業継続には効果がなかったこ
とが指摘されている（朝井	2014；Asai	2014）。母親の就業
に関する議論はこれら論文を参照されたい。

16）企業規模 100 人以上の数値である。尚，厚生労働省「平成
24 年版	働く女性の実情」を参考にした。

17）厚生労働省（2007）によると，職場のわずか 24.5％が育休
を取得していた期間を定期昇給の際に重要となる勤続年数と
してカウントすると回答しているにすぎない。さらに，多く
の職場では，育休を取得した女性の昇給が遅れるという現状
がある。退職金に関しても，36.3％の職場が，育休を取得し
た場合，退職金を減らすと回答している。

18）OECD	（2011）によると，大卒女性の就業率は，65.9％と
他の OECD 諸国と比較して，15 ～ 20％ポイントほど低く，
男女間格差は 26.9％ポイントと大きい。
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